
さいたま市国土強靭化地域計画アクションプラン　令和４年度実績評価一覧
事前に備えるべき目標3（交通ネットワーク、情報通信機能を確保する）

50 3-1
沿線建築物の倒壊等
により、道路・線路
が閉塞する事態

(住宅・都市) 建設局
建築総務課、建築
指導課、建築行政
課

狭あい道路拡幅の
普及・啓発及び情
報整備

幅員４ｍ未満の道路の改善に向けて、狭あ
い道路の拡幅に関する普及・啓発活動の実
施及び狭あい道路等の情報整備を行い、後
退部分を寄附した土地の所有者に対して分
筆・登記等に係る費用の一部を補助する。

周知・啓発活動を
実施し、引き続き
狭あい道路の拡幅
に努める。

年２回市報に掲載する等、周
知・啓発活動を実施した。

寄附件数　321件

周知・啓発活動を
実施し、引き続き
狭あい道路の拡幅
に努める。

年２回市報に掲載する等、周知・啓発
活動を実施した。

寄附件数　330件 B
市報に掲載する等、周知・啓発
活動を実施した結果、おおむね
計画とおりに事業を実施できた
ため、B評価とした。

51 3-1
沿線建築物の倒壊等
により、道路・線路
が閉塞する事態

(道路・交通・物流) 建設局 道路環境課
暮らしの道路整備
事業

幅員４ｍ未満の道路について、地元の協力
により後退用地の寄付を受け、拡幅整備を
行う。

申請から工事着手
までの平均着手年
数　3.6年

申請から工事着手までの平均
着手年数3.4年

申請から工事着手
までの平均着手年
数　3.4年

申請から工事着手までの平均着手年数
3.3年 B

当初の予定どおり、平均着手年
数の目標を達成したため、B評
価とした。

52 3-1
沿線建築物の倒壊等
により、道路・線路
が閉塞する事態

(道路・交通・物流) 建設局 道路環境課 無電柱化事業
都市景観の向上や歩行空間のバリアフリー
化、災害対策、良好な住環境の形成などの
観点から、無電柱化を推進する。

防災上の重要な道
路の無電柱化率　
14.5％

バリアフリー経路
の無電柱化率　
56.5％

防災上の重要な道路の無電柱
化率　14.3％

バリアフリー経路の無電柱化
率　56.5％

防災上の重要な道
路の無電柱化率　
15.0％

バリアフリー経路
の無電柱化率　
57.0％
※62.5％へ目標値
修正（上方）

防災上の重要な道路の無電柱化率　
15.7％

バリアフリー経路の無電柱化率　
62.9％

A
当初の予定を上回り、無電柱化
率の目標を達成したため、A評
価とした。

53 3-1
沿線建築物の倒壊等
により、道路・線路
が閉塞する事態

(住宅・都市) 建設局 建築総務課
緊急輸送道路沿道
建築物の耐震化の
促進

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進す
るため、耐震診断、耐震補強設計・工事等
を行った所有者に費用の一部を助成する。

(地域防災拠点建築物整備緊急促進事業）

緊急輸送道路を閉
塞するおそれのあ
る建築物の耐震化
を促進するため、
助成事業を実施す
るとともに、引き
続き個別訪問等に
よる働きかけを行
う。

耐震化意向調査のアンケート
を実施(予定)
56件

助成棟数
  
    耐震補強工事　　1棟
    建替え工事　　　1棟

緊急輸送道路を閉
塞するおそれのあ
る建築物の耐震化
を促進するため、
助成事業を実施す
るとともに、引き
続き個別訪問等に
よる働きかけを行
う。

緊急輸送道路閉塞建築物の耐震診断義
務化に向けた働きかけを実施した。　
48件

助成棟数
　建替え工事　１棟

B 計画どおり事業を実施できたた
めB評価とした。

54 3-3
物資の輸送が長期間
停止する事態

(道路・交通・物流) 建設局 道路計画課
緊急輸送道路の整
備

さいたま市道路整備計画に沿って、災害発
生時の緊急輸送道路として指定されている
路線の拡幅整備を行うことで、災害に強い
道路網を形成する。

【都市計画道路・整備路線】
・岩槻中央通り線（市宿工区/岩槻橋）
・大宮岩槻線（１工区/芝川工区/大和田工
区/七里駅入口交差点）
・産業道路（天沼工区/天沼２工区/原山工
区/原山２工区/堀の内工区/堀の内２工区/
駒場工区/上木崎４丁目交差点）
・南大通東線（天沼工区）・道場三室線
（２工区/栄和工区/本太工区）
・田島大牧線（２工区/太田窪工区）・天
沼高鼻線（東町交差点）
・本町通り線（鈴谷交差点）・三橋中央通
線（三橋２工区）
・元町三室線（三室工区）
・（主）さいたま鴻巣線バイパス

都市計画道路の整
備率
54.8%

令和３年度において、さいた
ま市総合振興計画に基づき、
事業を実施した。
都市計画道路の整備率54.8%

都市計画道路の整
備率
55.0%

令和４年度において、さいたま市総合
振興計画に基づき、事業を実施した。
都市計画道路の整備率55.0% B

令和４年度の都市計画道路の整
備率の実績が55.0％だったこと
から、Ｂ評価とした。

実績評価の理由

通番

施策体系情報 事業基礎情報（アクションプラン掲載事業） 取組・目標値（アクションプラン掲載）

主該当リスクシナリオ 施策分野 担当局 担当課 事業の名称 事業概要
新型コロ
ナウイル
スの影響

令和３年度末の
取組・目標値

令和３年度末時実施内容及び
進捗状況

令和４年度末の
取組・目標値

令和４年度末の
取組状況

実績評価
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実績評価の理由

通番

施策体系情報 事業基礎情報（アクションプラン掲載事業） 取組・目標値（アクションプラン掲載）

主該当リスクシナリオ 施策分野 担当局 担当課 事業の名称 事業概要
新型コロ
ナウイル
スの影響

令和３年度末の
取組・目標値

令和３年度末時実施内容及び
進捗状況

令和４年度末の
取組・目標値

令和４年度末の
取組状況

実績評価

55 3-3
物資の輸送が長期間
停止する事態

(道路・交通・物流)

財政局、
保健衛生
局、消防
局、水道
局

【各車両管理者】
庁舎管理課、警防
課、管財課、市立
病院病院施設管理
課

輸送車両等の増強

現在保有している車両の円滑かつ効率的な
運用を図る。
今後、輸送車両等の増強及びエネルギーセ
キュリティが確保された車両構成につい
て、長期的な観点から検討することで輸送
力の確保に努める。

効率的な運用と適
正な車両の確保

公用車台数
公用車台数：832台
【庁舎管理課】693台
【市立病院】5台
【消防局】27台（緊急自動車
を除き、輸送車両にすること
ができる車両）
【水道局】107台

効率的な運用と適
正な車両の確保

公用車台数
公用車台数：836台
【庁舎管理課】704台
【市立病院】2台（患者搬送や緊急用
車両等を除き、輸送車両にすることが
できる車両）
【消防局】27台（緊急自動車を除き、
輸送車両にすることができる車両）
【水道局】103台(給水車11台を含む)

B
車両については、リース契約に
より管理事務および経費の削減
に努めた。また、輸送車両にな
り得る車両の確保を行ったこと
からB評価とした。

56 3-3
物資の輸送が長期間
停止する事態

(道路・交通・物流) 建設局 道路計画課
広域幹線道路の整
備

広域幹線道路の延伸や拡幅計画をさいたま
市道路整備計画に基づき進める。

【広域幹線道路・整備路線】
・一般国道122号蓮田岩槻バイパス ・
一般国道463号越谷浦和バイパス
・（都）大宮岩槻線（１工区/芝川工区/大
和田工区/七里駅入口交差点）
・（都）産業道路（天沼工区/天沼２工区/
原山工区/原山２工区/堀の内工区/堀の内
２工区/駒場工区/上木崎４丁目交差点）
・（都）岩槻中央通り線（市宿工区/岩槻
橋）
・（都）道場三室線（２工区/栄和工区/本
太工区）
・（主）さいたま鴻巣線バイパス

整備中路線の整備
促進

令和３年度において、計画ど
おり実施した。

整備中路線の整備
促進

令和４年度において、計画どおり実施
した。 B 計画どおりに実施したことから

Ｂ評価とした。

57 3-3
物資の輸送が長期間
停止する事態

(道路・交通・物流) 総務局 防災課
民間運送事業者等
との連携強化

民間運送事業者等と防災訓練を通じて連携
を強化し、民間物流の活力、ノウハウを活
用した物資輸送体制を構築する。

総合防災訓練や図
上訓練の際、民間
物流事業者等との
連携した訓練を実
施する。また、図
上訓練を通じて物
流オペレーション
マニュアルの検証
と見直しを行う。

総合防災訓練では、佐川急
便、埼玉県トラック協会、日
本通運、丸和運輸、赤帽、生
活協同組合コープみらいと連
携し、支援物資輸送訓練を実
施した。
物流オペレーションマニュア
ルについて、各書式の見直し
や、新たに締結した協定の内
容の反映を行った。

総合防災訓練や図
上訓練の際、民間
物流事業者等との
連携した訓練を実
施する。また、図
上訓練を通じて物
流オペレーション
マニュアルの検証
と見直しを行う。

総合防災訓練では、佐川急便、埼玉県
トラック協会、日本通運、丸和運輸、
赤帽、生活協同組合コープみらいと連
携し、支援物資輸送訓練を実施した。
物流オペレーションマニュアルについ
て、各書式の見直しや、新たに締結し
た協定の内容の反映を行った。

B 予定どおり実施したため、Ｂ評
価とした。

58 3-3
物資の輸送が長期間
停止する事態

(エネルギー)
都市戦略
本部

未来都市推進部
ハイパーエネル
ギーステーション
の普及

脱炭素化と災害時のエネルギーセキュリ
ティの確保に向けて、太陽光パネルや蓄電
池等を設置し、災害時にも多様なエネル
ギーの供給が可能な施設の整備や、機器を
設置し、災害時にEV/FCVとの相互給電が可
能な施設等を整備。

ＨＥＳ「Ｂ」の整
備方針の検討

民間事業者の取組や、国の動
向、定置型蓄電池の低価格化
の進捗を踏まえ、新たなＨＥ
Ｓ「Ｂ」の整備方針を検討し
た。

整備方針に基づい
たＨＥＳ「Ｂ」の
推進

給電機能をはじめとした平時・災害時
のEVの活用等について、市民への普及
啓発を行うとともに、さらなるレジリ
エンス強化に向けた多様なエネルギー
の活用や今後の推進について、事業者
とのヒアリング等を通じて検討した。

B 計画通り目標を達成したため。

59 3-4
情報通信が輻輳・途
絶する事態

(国土保全・土地利用) 建設局 河川課
水位情報システム
事業

大雨時における河川、下水道、道路の水位
に係る情報を一元化するシステムを構築
し、市民に提供する。

システムの保守と
改善に取り組みま
す。

令和３年度は、大雨時などの
緊急時に備え、適正な保守運
用を行うとともに、子局を１
箇所追加し、市民に提供する
水位情報の充実を図った。

システムの保守と
改善に取り組みま
す。

令和４年度は、大雨時などの緊急時に
備え、適正な保守運用を行うととも
に、子局を２箇所追加し、市民に提供
する水位情報の充実を図った。 B

計画どおり、システムの保守に
取り組んだことから、Ｂ評価と
した。

60 3-5
情報の正確性の低下
等により、誤った情
報が拡散する事態

(行政機能/消防)(情報通
信) 総務局 防災課

防災・災害ホーム
ページの整備充実

平常時の防災情報提供に加え、災害が発生
した場合に、市のホームページを災害用の
ページに切り替え、インターネット上の最
新の情報を提供する。

迅速かつ正確な情
報提供に努め、定
期的な見直しを行
う。

ホームページ情報の更新等が
必要となる災害は発生してい
ないが、随時情報の更新を実
施し、迅速かつ正確に情報提
供を行った。

迅速かつ正確な情
報提供に努め、定
期的な見直しを行
う。

ホームページ情報の更新等が必要とな
る災害は発生していないが、随時情報
の更新を実施し、迅速かつ正確に情報
提供を行った。 B おおむね取組・目標値のどおり

実施したため、Ｂ評価とした。
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実績評価の理由

通番
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61 3-5
情報の正確性の低下
等により、誤った情
報が拡散する事態

(教育)(地域づくり・リス
クコミュニケーション)

教育委員
会事務局

教育研究所
さいたま市学校安
心メールの運用

教育委員会事務局及び学校が、災害・犯
罪・不審者等の情報を電子メールにより
「さいたま市学校安心メール」に登録して
いる保護者等に配信する。

全登録者へのメー
ル一斉配信試験の
実施による、安定
運用の検証。
各学校の運用状況
の定期的な確認。

６月に全登録者へのメール一
斉配信試験を実施し、サーバ
が正常に稼働していることを
確認した。また、８月には実
際に全登録者への一斉メール
を配信した。その際も滞りな
く配信することができてい
た。
日々９時と１６時に日常点検
を行っている。これまで異常
検知は０件である。

システム更改。更
なる操作性の向上
を図る。

令和5年2月にシステム更改を完了し、
サーバが正常に稼働していることを確
認した。その後も定期的にサーバの稼
働状況をチェックし、正常に運用する
ことができている。

B
システムの更改を年度中に完了
し、安定運用の検証や各学校の
運用状況について定期的な確認
を行うことができた。したがっ
てB評価とした。

62 3-5
情報の正確性の低下
等により、誤った情
報が拡散する事態

(情報通信)(地域づくり・
リスクコミュニケーショ
ン)

総務局 防災課
防災情報一斉送信
システム構築事業

防災行政無線の放送内容、避難情報、支援
情報などの緊急的な防災情報を電子メール
等の多種多様な市場のメディアを利用し
て、市民に情報提供できる仕組みを構築す
る。

システムが安定稼
働できるようメン
テナンス等に努め
る。
防災行政無線放送
時のメール配信の
実施。

各種防災システムが安定稼働
できるようメンテナンス作業
を行った。
防災行政無線を放送した際に
は、登録者に対してメール配
信を実施した。

システムが安定稼
働できるようメン
テナンス等に努め
る。
防災行政無線放送
時のメール配信の
実施。

各種防災システムが安定稼働できるよ
うメンテナンス作業を行った。
防災行政無線を放送した際には、登録
者に対してメール配信を実施した。 B

当初の予定どおり、各種防災シ
ステムのメンテナンス作業を行
うとともに、防災行政無線の放
送内容をメール配信することが
できたことからＢ評価とした。

63 3-5
情報の正確性の低下
等により、誤った情
報が拡散する事態

(情報通信)(地域づくり・
リスクコミュニケーショ
ン)

総務局 防災課
データ放送情報提
供事業

防災行政無線の放送内容、避難情報、支援
情報などの緊急的な防災情報や市からのお
知らせ情報をテレビ埼玉のデータ放送を利
用して、市民に情報提供する。

防災行政無線の放
送内容、避難情報
などの緊急的な防
災情報に加え、平
常時から市政等を
広報する。

テレビ埼玉のデータ放送の利
用により、防災行政無線の放
送内容や市政等の情報を広報
した。
また、緊急的な防災情報を発
信するために適切な準備を
行った。

防災行政無線の放
送内容、避難情報
などの緊急的な防
災情報に加え、平
常時から市政等を
広報する。

テレビ埼玉のデータ放送の利用によ
り、防災行政無線の放送内容や市政等
の情報を広報した。
また、緊急的な防災情報を発信するた
めに適切な準備を行った。

B
当初の予定どおり、テレビ埼玉
データ放送を利用することで、
防災行政無線の放送内容や市政
等の情報を広報することができ
たことからＢ評価とした。

64 3-5
情報の正確性の低下
等により、誤った情
報が拡散する事態

(行政機能/消防)(情報通
信) 消防局 指令課

高所カメラの設置
及び衛星通信シス
テムの整備

大規模な地震の発生に伴う被害状況を把握
するため、市内全域を網羅する高所カメラ
を整備するとともに、情報通信の高度化を
推進し、迅速で効率的な情報収集及び連絡
体制の強化を図る。

高所カメラシステ
ムの万全な運用及
び適切な保守を行
うとともに、次期
更新に向けた更新
計画の策定。
衛星通信システム
の継続的な運用。

　高所カメラシステムの万全
な運用及び適切な保守を実
施。
　次期更新に向けた更新計画
の策定を実施。
　衛星通信システムの継続的
な運用を実施。

高所カメラは賃貸
借契約の満了を迎
えることから事業
継続を図るため機
器の性能及び設置
場所を再検討した
うえで、新たな賃
貸借契約を締結
し、運用する。
　また、衛星通信
システムについて
は継続的な運用を
確保する。

　高所カメラ機器の性能及び設置場所
の再検討を実施。
　新たに賃貸借契約を締結し、運用を
開始。
　衛星通信システムの継続的な運用を
実施。

B
　当初の予定どおりに高所カメ
ラ機器の性能及び設置場所を再
検討し、新たな賃貸借契約によ
り運用を開始した。
　また、衛星通信システムの継
続的な運用を行ったため、Ｂ評
価とした。

65 3-5
情報の正確性の低下
等により、誤った情
報が拡散する事態

(行政機能/消防)(情報通
信) 総務局 防災課

総合防災情報シス
テム事業

総合防災情報システムを活用し、災害発生
時に迅速で的確な情報の収集と提供を行
う。

システムが安定稼
働できるように、
操作マニュアルの
改訂やシステムの
メンテナンス等に
努める。

総合防災情報システムを安定
稼働できるように、システム
の更新・メンテナンス作業を
行った。

システムが安定稼
働できるように、
操作マニュアルの
改訂やシステムの
メンテナンス等に
努める。

総合防災情報システムを安定稼働でき
るように、システムの更新・メンテナ
ンス作業を行った。 B

マニュアルに応じた操作研修会
を開催するとともに、システム
の機能について事業者と協議
し、更新作業を行うことで、総
合防災情報システムを安定稼働
することができたことからB評
価とした。

134 3-1
沿線建築物の倒壊等
により、道路・線路
が閉塞する事態

(住宅・都市)(道路・交
通・物流)

建設局 建築総務課
既存ブロック塀等
改善事業

地震発生時のブロック塀等の倒壊による人
的被害の防止と避難経路確保のため、道路
等に面する危険なブロック塀等に関する普
及・啓発活動を実施するとともに、ブロッ
ク塀等の除却や軽量なフェンス等への建替
えにかかる費用の一部を助成する。

(住宅・建築物安全ストック形成事業)
(地域防災拠点建築物整備緊急促進事業）

地震による倒壊の
危険度が特に高い
と判定されたブ
ロック塀等の早期
改善に向けて、当
該塀の所有者に対
する普及啓発を実
施し、本事業の利
用を促す。

ダイレクトメール
500通

令和２年度の通学路調査の結
果により塀の所有者に対する
普及啓発を実施し、本事業の
利用を促した。511件
助成制度の周知のため市報に
３回掲載した。

令和３年度助成件数　79件

地震による倒壊の
危険度が特に高い
と判定されたブ
ロック塀等の早期
改善に向けて、当
該塀の所有者に対
する普及啓発を実
施し、本事業の利
用を促す。

ダイレクトメール
500通

令和２年度の通学路調査の結果により
塀の所有者に対する普及啓発を実施
し、本事業の利用を促した。600件
助成制度の周知のため市報に２回掲載
した。

令和４年度助成件数　82件

A
実施数／目標数
600/500=120％
実績数量が目標値の110%以上を
達成したためA評価とした。


